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９月に発表された労働災害発生状況によりますと、建設業は前年比 

5.1％の増加となっています。なかでも、鉄骨・鉄筋コンクリート造 

家屋建築工事業 71.4％、木造家屋建築工事業 83.3％と非常に多くの 

労働災害が発生しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過労死等の労災認定件数は、昨年に比べて脳・心臓

疾患 11.6％、精神障害 19.5％の増加となっており、

労働者の適切な業務状況把握、心とからだの健康管理

がますます重要となってきています。

 

厚生労働省では、11 月を「過労死等防止啓発月間」

とし、シンポジウムなどの各種啓発活動、長時間労働

が疑われる企業に対する重点的な監督指導などが予定

されています。 

 皆さまにおかれましては、労働災害防止のためにも

「働き方改革」の一層の推進をお願いします。 

 

 

 

 

 

11 月は「過労死等防止啓発月間」です。 

 
～ 心とからだにゆとりを持った職場環境づくりを ～ 

 

 

過労死等を防止することの重要性について国民の自覚

を促し、関心と理解を深めるため、11 月 18 日（火）、せ

んだいメディアテーク（仙台市青葉区春日町２－１）に

おいて、厚生労働省主催による「過労死等防止対策推進

シンポジウム」が開催されます。 

今年は、教育社会学や職場におけるメンタルヘルス対

策の専門家の方々の講演、過労死遺族の方の体験談など

が行われます。参加は無料で、事前申込が必要です。 

詳しくは、下記ＱＲコードでご確認いただく、または、

開催事務局（☎0570-026-027）あて 

お問合せください。 

 

過労死等防止対策推進シンポジウムが開催されます 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ストレスチェック制度とメンタルヘルス対策の強化」をテーマに、11 月 19 日（水）13：30 から

開催します（無料）。会場は宮城県建設産業会館（仙台市青葉区支倉町２－48）です。 

お申込みは当支部ホームページ「講習予約サイト」で受け付けています。 

詳しくはホームページ又は右記ＱＲコードからご確認ください。 

 

 

  

日を追うごとに日没が早くなる、寒さを感じることが多く 

なる時季となってきました。作業を行うには厳しい環境が続 

くようになり、形だけの安全確認、軽い気持ちでのショート 

カットとなってしまうおそれがあります。 

また、凍結時や積雪時には転倒災害が多く発生しています。 

加えて、忙しさから健康管理が十分に行き届かず、体調を 

崩してしまうことも懸念されます。 

冬季に特徴的な災害を防止するため、早い段階から安全で 

安心して作業できる環境や装備などの準備、安全衛生意識の 

啓発を進めましょう。 

また、冬季は交通労働災害が多く発生しています。気持ち 

と時間に余裕を持って、安全運転に徹しましょう。 

                   

 

 

 

 

 

講習予定など建災防の 

情報はこちらから 
建設業労働災害防止協会 宮城県支部 

 
〒980-0824 仙台市青葉区支倉町2-48 宮城県建設産業会館５階  

電話022-224-1797 FAX022-265-5604 

メ ン タ ル ヘ ル ス 対 策 研 修 会 の ご 案 内 

 

冬季災害を防止するための準備は進んでいますか？ 

 

 

 建災防宮城県支部が発行する修了証の様式が 10 月発行 

分から変更となっています。プラスチック製のカードの 

表面には伊達政宗騎馬像を背景とし、新たに偽造防止の 

加工を施したほか、裏面にも氏名を追記しました。 

 様式は単一修了証、統合修了証ともに更新しましたの 

で、今後は新規交付の方に加え、再交付・書換・統合を 

申請する方も新様式の修了証の交付となります。 

 再交付に当たっては、「①交付申請書、②本人を証明 

する書面、③写真、④交付手数料、⑤返送費用又はこれ 

に相当する郵便切手」をご用意いただき、当支部あてご 

持参いただく、または、ご郵送ください。 

 詳しくは、当支部までお問合せください。 

宮城県支部の修了証の様式が新しくなりました 

 

  

 

会
員
の
皆
さ
ま
に
は
、
近
日
中
に
お
送
り
す
る
予
定
で
す
。 


